
鳥取県手話施策推進協議会（第１回）議事録 

日時：平成 25年 12月 25日（水）午後１時～３時 

場所：とりぎん文化会館 第５・６会議室 

 

（荒田） それでは時間になりましたので、ただ今から第１回鳥取県手話施策推進協議会を開会

いたします。開会にあたりまして、平井知事より一言ごあいさつ申しあげます。 

（平井） 皆様こんにちは。いよいよ手話施策の推進協議会を今日から立ち上げることとなりま

した。10 月８日は歴史的な日というふうに関係者でも受け止められています。手話言語条例

が本県で成立をいたしました。この喜びを一過性のもの、一時のもので終わらせてはいけませ

ん。むしろ、これとともにファンファーレが鳴りまして、私たちは、新しい障がい者とともに

生きる社会づくりへと乗り出したわけであります。昨日は石橋委員もいらっしゃいますけれど

も、埼玉県でも手話言語条例を作ってはどうだろうかというシンポジウムがありまして、私も

呼ばれて参りました。むこうの埼玉県の上田知事ともお会いをさせていただきまして、ぜひこ

うした条例を埼玉でも考えてもらいたいというふうに申しあげました。お会いして、しゃべっ

たときは、ちょっと渋い顔をされていたんですけれども、シンポジウムが終わったあと、お話

をしてみると、「今日はだいぶ県議会の議員も来ていたし、次の議会は話が出そうだな。」と、

こんなようなことを言って帰られました。羽田空港に参りますと、暮れですから、ほかの県の

知事とも出会いました。実はわが県でも、手話言語条例を作ってはどうだというような声が上

がってきているというお話がございました。「鳥取県からいくらでもご支援申しあげますよ。」

というふうに伝えたところであります。問題は単に条例だけでなくて、中身、地域社会がいか

に障がい者の方にとりまして、住みやすい社会になるかであります。それは行政だけでできる

わけではなくて、企業の皆さんとか福祉関係の団体の皆さんでありますとか、学校教育であり

ますとか、さまざまな局面で力が必要であります。そういう意味では、支援の輪を作っていか

ないといけません。実は今、鳥取県が全国で注目されておりまして、各県、各地域が鳥取に続

けというのが合言葉になってきているわけです。それだけに私たちがリーディングケースとし

て、その内実を作っていかなければなりません。昨日はＩＣＴによる手話通訳が本県で開始さ

れました。まだ始まったばかりでありますので、これからどういうふうに発展させていくのか、

関係者のお力もいただいて、進めていく必要があります。子どもたちのテキストも３学期を目

指して、作成が整いました。これも大きな効果をこれから持ってくるだろうと思います。手話

のための研修会を住民の皆様向けに募集をしますと、定員オーバーで受講生が集まるくらい県

民の皆様も条例制定をきっかけにして、手話を地域で使える環境づくりの大切さを理解してい

ただいております。鳥取にしかできない手話革命が起こり始めていると思います。ぜひこの協

議会で、忌たんのないご意見をいただき、それを施策化しまして、行動を起こし、検証し、Ｐ

ＤＣＡサイクルを回しながら、鳥取県の手話と親しみながら、生きていける環境づくりを進め

て参りたいと思いますので、委員の皆様の格別のご協力とご援助をお願い申しあげたいと思い

ます。今日は折しもクリスマスでございます。喜びを分かち合うことがこの日の主旨だと思い

ます。この日、立ち上がる協議会におきまして、地域社会に喜びが分かち合えることを願って



やみません。来る年がすばらしい年になることをお祈り申しあげ、皆様のご健康とご多幸をお

祈り申しあげまして、私のほうからのメッセージとさせていただきます。どうぞよろしくお願

い申しあげます。 

（荒田） ありがとうございました。知事はここで退席をさせていただきます。 

（平井） 失礼いたします。 

（荒田） それでは引き続き進めさせていただきます。私は進行を務めさせていただきます鳥取

県障がい福祉課の荒田です。本日の会議で皆様方に注意していただきたい点を２点お願い申し

あげます。まず１つは配布資料の確認ですけれども、皆様の机のほうに資料を置かせていただ

いております。この会場の配置図。それから協議会（第１回）次第ということで、本日まとめ

た資料は、お手元にあると思います。それで次にチラシです。手話の普及啓発のチラシを併せ

て置かせていただいておりますけれども、皆様、お手元にございますか。それでは会議を進め

るにあたって注意点・お願い事項がございます。発言をしていただく際には、手を挙げていた

だき、お名前を名乗ってください。それから発言は早口にならないようにお願いします。それ

では本日の会議につきまして、まずは事務局のほうから主旨を説明させていただきます。 

（日野） 本日は皆様お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。県の障がい福

祉課長をしております日野と申します。それでまずは私のほうからこの手話施策推進協議会の

主旨についてご説明したいと思います。資料の 11ページをご覧ください。「鳥取県手話施策推

進協議会について」という資料でございます。この手話施策推進協議会は、先ほど知事が申し

あげたとおり、今年の 10 月に成立いたしました手話言語条例に基づいて設置される機関でご

ざいます。それで一番の役割でございますけれども、その手話施策推進協議会については、２

つの役割を担っていただく予定しております。一つ目が『県が鳥取県障がい者計画において、

手話が使いやすい環境整備をするために必要な施策について定める際、知事に意見すること』

となっております。こちらはちょうど来年、鳥取県障がい者計画を策定する年でございます。

それに併せて手話に関する施策についても、計画の中にしっかり書き込んでいきたいと思って

います。それにあたりまして、先ほど知事がＰＤＣＡと申しあげましたが、プラン、計画です

ね。計画を立てて、Ｄｏ、実行すると。次にチェックですね。ちゃんと監視をする。進捗状況

を確認する。そのあとＡ、アクション。また見直しを実施していくと。こういうのをＰＤＣＡ

サイクルと申しますが、それを回していきたいという、そのための進捗状況についてご意見い

ただき、計画にはこういったものを載せるべきではないか。こういったようなご意見をいただ

く機関ということになります。２つ目が『その他、条例の施行に関する重要事項について知事

に意見すること』と書いております。こちらは県が行います手話の普及に関する例えば予算と

か体制とかそういったところにつきましてご意見をいただくというのが、この手話施策協議会

の役割ということになっております。それで２番の定員等ですが、委員は 10 名です。入って

いただく方は、ろうの当事者の方、手話通訳者の方、行政の職員及び優れた識見を有する者の

うち知事が任命するということになっております。今回、お入りいただいていますのは、県ろ

うあ団体連合会、ふくろう、手話通訳士、手話サークル、あいサポーター、福祉関係としまし

て、厚生事業団、医療関係で医療センター、教育関係として、聾学校に入っていただいており



ます。このほかオブザーバーという形ですが、鳥取市、岩美町、伯耆町、それと労働局、ＮＨ

Ｋ鳥取、あと県の病院局、県警本部、あと事務局、障がい福祉課と県教委の特別教育支援課と

いうことになっております。今回、１回目を 12 月に開催させていただきますけれども、今後

もう一度年度内に２月ぐらいに開催させていただきまして、来年、来年はまだ具体的なスケジ

ュールは決めておりませんが、定期的に開催をしていって、特に来年は計画を作りますので、

少し多めに開催をしていきたいなというふうに考えているところでございます。県の手話条例

をより実りのあるものにするためには、やっぱり色んな方の意見を集約して施策化していきた

いというふうに考えておりますので、ぜひ忌たんのないご意見をいただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

（荒田） ありがとうございました。それでは本日ご出席いただきました委員の皆様、オブザー

バーの皆様から自己紹介をいただきたいと思います。まず委員の方から自己紹介をお願いいた

します。戸羽委員さんからお願いいたします。 

（戸羽） 皆さんこんにちは。鳥取県ろうあ団体連合会理事をしております戸羽と申します。よ

ろしくお願いします。 

（石橋） 皆さんこんにちは。コミュニケーション支援センターふくろうのセンター長をしてお

ります石橋と申します。よろしくお願いします。 

（国広） 皆さまこんにちは。鳥取県手話通訳士協会国広と申します。よろしくお願いします。 

（藤井） 鳥取県手話サークル連絡協議会から参りました藤井と言います。よろしくお願いしま

す。 

（今西） あいサポートメッセンジャーとして、日々いろんなところで活動させてもらっていま

す今西と言います。よろしくお願いします。 

（小松） 皆様こんにちは。厚生事業団友愛寮の寮長の小松と申します。よろしくお願いします。 

（門田） 鳥取医療センター事務部長の門田と申します。よろしくお願いいたします。私、鳥取

県病院協会事務局の代表として参加していますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（後藤） 皆さんこんにちは。鳥取聾学校校長の後藤です。よろしくお願いします。 

（荒田） それではオブザーバーとしてご出席いただきました方からも自己紹介をお願いします。

それでは鳥取市の冨田課長さんから。 

（冨田） こんにちは。鳥取市障がい福祉課課長の冨田と申します。よろしくお願いします。 

（鈴木） 皆さんこんにちは。岩美町の福祉課長をしております鈴木と申します。よろしくお願

いします。 

（谷口） こんにちは。伯耆町の福祉課長の谷口と申します。よろしくお願いします。 

（福田） 皆様お世話になっております。鳥取労働局の職業対策課長の福田と申します。よろし

くお願いします。 

（八木） ＮＨＫ鳥取放送局から参りました八木と申します。よろしくお願いします。 

（松本） 皆さんこんにちは。県立病院を所管しています県の病院局の松本と申します。本来で

すと局長の渡部が参りますが、本日は所用のため代理で来させていただきました。よろしくお

願いします。 



（倉信） 県警本部のほうから参っております。教養課におります。倉信と申します。よろしく

お願いします。 

（荒田） それでは事務局のほうから自己紹介をさせていただきます。 

（日野） 障がい福祉課長の日野と申します。よろしくお願いします。 

（足立） 県教育委員会特別教育課長の足立と申します。よろしくお願いします。 

（荒田） 県の障がい福祉課の荒田と申します。よろしくお願いします。 

（秋本） 県の障がい福祉課の秋本と言います。よろしくお願いします。 

（竹本） 県の障がい福祉課の竹本と申します。よろしくお願いします。 

（荒田） ありがとうございました。それでは続きまして、本日は第１回目の協議会ということ

で、協議会長は決まっておりません。まず協議会長の選出をしていただきたいと思います。事

務局のほうでお願いします。 

（日野） 事務局といたしましては、コミュニケーション支援センターふくろうのセンター長で

ある石橋さんがよろしいのではないかと考えております。いかがでしょうか。 

（荒田） それでは、石橋委員に協議会長になっていただくということで、協議会長席のほうに

移動をお願いいたします。それでは、ここからの議事・進行につきましては、協議会長のほう

にお願いします。 

（石橋） まずごあいさつをさせていただきたいと思いますけれども、このたび第１回目の手話

施策推進協議会の協議会長に選出されました。今回、鳥取手話言語条例が制定され、その意義

は本当に深いものだと感じております。やはり全国から強い注目をされているということで、

この手話の施策推進協議会も同じく全国初の取組になるわけです。手話のこと、それから聞こ

えない方のことに関する施策を充実させていくために皆様お一人、お一人のお力をここの協議

会で出し合う、そしてその形を示して、全国的にもモデルとなるようなかたちが取れたらいい

と思っております。皆さん一緒にがんばっていけられたらと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。そうしますと早速ですけれども、協議に入りたいと思います。平成 26 年度

の当初予算要求案につきまして、事務局のほうからお願いいたします。 

（秋本） 障がい福祉課の秋本です。平成 26年度の当初予算要求案について説明をさせていただ

きます。資料の１ページからですが、この要求案の前に資料の６ページから 10 ページまで、

条例ができたことによる反響ですとか、これまでの県の取り組み状況などを紹介させていただ

いて、そのあとに予算要求の内容を説明させていただこうと思いますので、まず資料の６ペー

ジをご覧ください。手話言語条例は、今年の 10 月８日に制定され、制定後にさまざまな形で

反響がありました。１番目に条例制定後の反響ということで、新聞やテレビですとか、あとＮ

ＨＫの手話ニュースでかなり頻繁に取り上げられております。新聞も県内の新聞はもちろんそ

うなんですが、他県の信濃毎日新聞等色々な新聞で取り上げられているところです。取り上げ

られ方としても、社説等で扱われることが比較的多く、好意的な論調が多いと感じています。

変わったところですと、ジャパンタイムズ、国連広報センターなどがあります。それから（３）

として、県民の声として、県内のろうの方からも「これまではろう者ということを何となく負

い目に感じていた部分があったけれども、これからは胸を張って生きていきたい。」というご



意見もいただいております。それから２番目としまして、手話言語条例は鳥取県で最初にでき

たわけですが、今月の 16 日には、北海道の石狩市で、石狩市手話に関する基本条例が可決、

成立しています。それと同じ北海道ですが、新得町で同様の条例の検討が行われております。

来年の３月に議会に出す予定だそうです。それから、具体的な条例の検討状況ではありません

が、様々な形で、議会の質問に取り上げられたり、盛岡市とか秋田県議会の議員さんが本県に

来られて調査をされるとか、手話言語法の制定を求める意見書の採択という形で、手話言語法

を国に作ってほしいという意見書がいくつかの自治体の議会で出されています。ただ、一番下

にある三重県の松坂市議会は、手話言語条例を松坂市で作ってほしいという請願が採択された

という情報です。それから、次にろうあ団体の動きとしまして、主に手話言語法、手話言語条

例を作ろうといった趣旨のシンポジウムがいくつか開催されております。先月の 22 日には、

秋葉原で、全日本ろうあ連盟主催のシンポジウムがありましたし、昨日はさいたま市でシンポ

ジウムがありました。３月には京都である予定ということです。それから（４）が政府主催の

全国知事会議で、平井知事と安倍総理がやり取りをしたということで、平井知事の発言として

は、拉致の問題とそれから手話言語法、障害者権利条約のお話をされたと。安倍総理はこのよ

うに、下線の部分が手話で安倍総理が手話で答えられた部分、前向きに答えられたのだと思い

ます。それから３番目が県の取組、（１）は手話推進員の配置、各課に各所属にこの手話推進

員という役割を持つ人を置き、この人が職場単位で手話を普及していくと。県庁の中での話で

すね。それから（２）は県・市町村の職員向けの研修です。８ページの（３）は手話学習教材

作成委員会で、県内の公立の小中学校で手話の学習を進めていくために教材作りを検討してい

ます。入門編については、内容としてはだいたい固まったという状況です。次がこれも学校で

すが、手話に関する図書を鳥取県内の学校図書館に配布するものです。これは、この間の議会

で成立したものですので、これから実施する取組です。それから、定例会見で手話通訳者が配

置されましたし、県立図書館でも手話の本コーナーが設けられています。インターネットでは、

「手話チャンネル」という手話の動画を集めたサイトが設けられていて、県職員による手話講

座もその中で紹介しています。それから９ページ、（９）、（10）も県職員が色々な形で手話の

勉強をやっています。それから、（11）として、手話言語条例の普及という意味で、もう今は

テレビ放映は終わり、先ほどの手話チャンネルという動画サイトでアップしている状況ですが、

12 月３日から９日までテレビＣＭを流しておりました。それから、フリーペーパー「うさぎ

の耳」、「つばさ」で手話言語条例関連の広告を掲載しています。それから４番のその他の取組

が、ＩＣＴを活用した遠隔手話通訳サービスモデル事業です。通常、手話通訳というのは、ろ

う者と手話通訳者が同じ場所にいて行うものですが、なかなか短時間の用事だとわざわざ来て

もらうというのは遠慮される方もいますので、特にそういった場合に、遠隔というぐらいです

ので、米子市のコミュニケーション支援センターふくろうの中に、この遠隔手話通訳を担当す

る手話通訳者が常駐していて、そことろう者の持っているタブレット端末とをつなぐ、テレビ

電話を介して手話通訳を行うというのがこの遠隔手話通訳サービスです。今日の新聞に出てい

ますのは、県庁の総合受付にタブレット端末を置いたので、そこからつながるようになります

というニュースです。このモデル事業では、ろう者の方それぞれが、今 30 人という人数を設



定して、モニターになって、それぞれがタブレット端末を持って、その方がタブレット端末を

持ち歩いて、使いたいときにそのセンターにつないで遠隔手話通訳を受ける。こういうやり方

ができないかということで、試行しているところでございます。それから、10ページです。（２）

は手話学習会開催事業費等補助金という企業、団体の中で手話学習会を開催するときに、講師

謝金が必要ですので、その分を県が補助するという制度です。この制度を活用して、学習会が

開催されている状況です。それから、（３）は手話サークル等助成事業費補助金という手話サ

ークルの活動を活発にしていただくという趣旨の補助金です。それから、（４）はミニ手話講

座で、これ先ほど知事が言っていましたけれども、定員以上の申し込みがあったというのがこ

の講座でございます。第１回目が 12 月 18 日に千代三洋工業で行われ、22 人に参加いただき

ました。その参加者の感想を聞くと、非常に好評で、やはり関心が高まっているのではないか

なという印象を持っております。最後がＮＨＫのいちおしＮＥＷＳとっとりというニュース番

組のワンコーナーとして、手話紹介コーナーが始まっていますということで、ここの取組とい

うのは条例成立後の取組ですが、色々やってきていますということです。こういう状況があり

まして、来年度の当初予算を検討しているという状況でございます。それで来年度の当初予算

要求案です。１ページをご覧ください。今まさに県庁の中で、この要求の内容が議論されてい

るところですが、障がい福祉課、特別支援教育課で、予算要求している内容がだいたいこのよ

うなものだということで紹介させていただきます。今日の協議会では、この予算要求案の内容

に関して、ご意見をいただければと考えております。来年度の予算要求案としまして、まず１

番目に聴覚障がい者支援センターという、これはもともと今年の１月に県ろうあ団体連合会の

方から聴覚障がい者のための総合的な拠点がないので、これを整備してもらえないかといった

ような要望が知事のほうにありまして、検討を始めたものです。現在の計画としては、運営主

体として一般社団法人鳥取県聴覚障害者協会を予定しています。手話通訳者の養成・派遣、聴

覚障がい者相談員の配置といった機能は、現在、鳥取県ろうあ団体連合会とコミュニケーショ

ン支援センターふくろうが受託して実施しているのですが、このろうあ団体連合会とふくろう

が統合して、鳥取県聴覚障害者協会を立ち上げようとしています。今は一般社団法人として立

ち上がっていますが、これを来年度の４月から公益社団法人にするために取り組んでいるとい

うことです。ですので、ここがセンターの機能の運営主体になる予定です。設置場所としては、

鳥取市と倉吉市と米子市の３か所に設置すると。そして機能としては、１つ目として、聴覚障

がい者とのコミュニケーションが円滑に行われる環境づくりということで、手話通訳者、要約

筆記者の養成・派遣、それから情報提供機器の貸出、磁気ループという補聴器の方が聞こえや

すくなるような機器ですね、これの貸出。それから２番目として、聴覚障がい者が身近で気軽

に相談できる環境づくりということで、聴覚障がい者相談員をそれぞれ３か所に配置。それか

ら聴覚障がい者の居場所づくりということで、参加型の日中活動の支援ですとか字幕入り映像

の貸出事業などを予定しています。それでこのセンターが設置されることによって、拡大する

事業というのがあります。１つ目が現在東部だけで実施している字幕入り映像の貸出事業を中

部と西部にも拡大する。それから今、中部でやっていない磁気ループの貸出事業を中部で実施

する。それから、今協議中ですが、市町村が実施している手話通訳者の個人派遣事業も一括し



て、聴覚障害者協会のほうへ委託するということを考えています。２番目が鳥取県手話言語条

例制定１周年記念行事で、開催日は来年の 10月 18日、場所は鳥取市の県民ふれあい会館を予

定しています。内容としては、「手話を考える」、「手話を楽しむ」という２つをテーマにして

いまして、手話を考えるという事で、手話施策の先進事例報告、基調講演、パネルディスカッ

ション。それから手話を楽しむという事で、手話スピーチ、聾学校写真展、手話漫才・手話落

語、そういったものも県民の方に見ていただいてはどうかと考えています。それから３番目と

して、手話通訳者の養成と処遇改善です。まず新しい取組として、手話通訳者トレーナー設置

事業を考えています。ろう者が社会参加する上では、手話通訳者の役割は非常に重要です。県

内には 34 人の登録手話通訳者がいます。手話通訳のニーズは、これからどんどん増えていく

ことが見込まれますので、手話通訳者の養成は重要な課題と認識しています。ただ手話通訳者

を増やすと言っても、なかなかすぐに増えていくことにはなりませんので、来年度の当初予算

では、手話通訳者 34 名の手話通訳技術であるとか手話表現技術の底上げを図りたいというこ

と、それから経験にかなりばらつきありますので、経験の浅い手話通訳者、手話奉仕員の実務

経験アップを図りたいということ、手話通訳者を養成するときに手話通訳者自体が不足してい

るという面もあるのですが、手話通訳者の指導者も不足しているという面がありますので、こ

の手話通訳者の指導者を増やしていきたいということも考えていますので、２名のトレーナー

を配置して、この手話通訳者の養成の強化を図りたいと考えております。１名が手話通訳者の

トレーナーということで、これは聞こえる方ですね。手話通訳者です。かなりベテランの手話

通訳者になるかと思いますが、経験の浅い手話通訳者ですとか、手話奉仕員を現場でサポート

しつつ、手話訳者としてのレベルアップや養成を図っていくという役割の方。それからもう一

人はろう者。ろう者がトレーナーになって、手話表現技術の向上とか手話通訳者の指導者の養

成といったことをやっていただく。こういった取組を考えています。それから２番目が手話通

訳者の設置事業で、これは継続してやっている事業ですが、今年度に入ってから手話通訳の派

遣依頼が非常に増えていますので、体制を充実させたいと考えています。それから手話通訳者

の養成研修事業です。これもこれまでやっている事業ですが、来年度は内容を充実させてやり

たいと考えています。それから手話通訳者の報酬単価引上げということで、現行の１時間 2,000

円という単価はだいたい全国平均ぐらいではあるんですが、やや低いぐらいの水準ですので、

これを引き上げたいということです。それから手話通訳者の健康管理講習会ということで、頸

肩腕症候群という手話通訳者が同じ姿勢でずっと手を動かすことによって、手のしびれ等が出

てくる障がいがありますの。県内には専門医の先生がいないようなので、他県から専門医の先

生に来ていただいて、講演をしてもらう。健康相談に乗ってもらうといったことをやってはど

うかと考えています。それから次に第４－１としまして、手話の普及で、教育の分野です。学

校での手話の普及で、１番目は全ての公立小中学校などで手話の学習を広げていくために手話

の学習教材を検討する委員会を設けておりますので、そちらのほうで、教材の作製を進めてい

くということです。それから次に手話普及コーディネーターの配置、それから次に手話普及支

援員の配置ということです。これの模式図が５ページで、右側のほうに手話普及支援員という

方がいます。これは、ろう者や手話サークルの方、ＰＴＡの保護者の方などが手話の普及を支



援する方ということで、左側のほうに小・中・高等学校などがありまして、この手話普及支援

員の方が活動支援をしていきやすいように手話普及コーディネーターという方が学校と支援

員の間に入って、手話の普及が円滑に進むように取組を進めていく。そこには、県ろうあ団体

連合会、鳥取聾学校、県教育委員会などが協力をして、教育分野で手話の普及を進めていくと

いう仕組みを考えているということです。それから２ページに戻っていただきまして、下から

２番目ですね。手話モデル校の設置です。現在、手話学習教材を手話学習教材作成委員会の方

で作っていますので、この教材を使って強く手話の普及を進めていくような、そういったモデ

ル校を設定してはどうかということです。３ページの１番上の方に５で、鳥取聾学校幼児・児

童・生徒と他校との交流学習推進というのがありまして、鳥取聾学校と既にこれまでも交流を

進めている小中学校があります。この交流学習自体は、今後も進めていくのですが、モデル校

というのは、今の想定では、聾学校と交流がある学校ではなく、これまで手話になじみがなか

った学校をモデル校に指定して、そこで手話の普及を進めていく。これがモデル校で、後の方

で出てくる交流学習を推進する学校とは少し違うものです。それから児童生徒による動画・マ

ンガ制作です。児童生徒により、手話での身近な鳥取県の魅力を紹介する動画を募集して、優

秀な作品を表彰します。それからマンガ王国という取組を鳥取県でやっています。確かマンガ

王国の応援団で高校生がいますので、そこの高校生とコラボレートしまして、手話マンガを作

る。そういう形での普及も図っていきたいということです。３ページ、聾学校教職員による出

前講座の開催ということで、これもこれまでにやっているものですが、力を入れていきたいと

いうことです。そして交流学習ですね。第４－２は教育以外の手話の普及です。県民向けのミ

ニ手話、企業・団体で開催する手話学習会への補助、それから手話サークルの補助と先ほどの

イベントといったメニューを考えています。それから第５－１としまして、手話を使いやすい

環境の整備。これは教育の分野でございます。鳥取聾学校に地域支援部という部門がございま

す。ここが０歳から５歳児、小学校に上がるまでのお子さんの相談支援を行っているところで

すので、そちらの体制を強化して、聾学校が地域のろうのお子さんの教育の拠点になるような、

そういった形での充実を考えています。それから教職員向けの手話講座の開催、開催経費の補

助、教職員の手話検定の助成などを教育の分野で考えています。次に第５－２、教育の分野以

外の手話を使いやすい環境整備です。一つ目が先ほど少しお話しました遠隔手話通訳サービス

のモデル事業。予定としましては、来年度末までこのモデル事業は継続をして、利用状況等の

様子を見たいと考えています。次に手話ガイドの作成です。４ページ、これまでは行政機関が

県内の観光地を手話で紹介することはありませんでしたので、だいたい文字で書かれた情報で

ろうの方は内容を把握していたわけですが、この手話ガイドは、県内の観光地を地元のろうの

方に紹介してもらおうと。それで日本語に戻した内容だけではなくて、地元のろうの人がろう

の人に手話で教えてくれると。こういった動画を作ってみてはどうかと考えています。それか

ら４番目として、とっとり手話研究会への補助ということです。手話にも方言があり、地域で

使われる手話がありますので、そういったものを少しずつ整理しつつ、記録していって、地域

の手話として保存していく。そういった取組に対して支援をしてはどうかということです。そ

れから５番目としまして、聴覚障がい者の相談員の設置事業で、なかなか聞こえないというこ



とによって、それが文化的な違いにもつながっていきますので、職場なら職場で、聞こえない

ことに直接原因がある場合もありますし、文化的な違いによって職場でトラブルになったりす

ることがあるようですので、基本的にはこの聴覚障がい者相談員というのはよろず相談に近い

内容だと思うのですが、この聴覚障がい者相談員というのを東部と中部と西部に配置をして、

相談体制を充実していくということです。それから第６として、最後にこれは県職員の話です。

今年もまだやっている途中ですが、窓口等で役立つ手話研修、新規採用職員の研修科目に手話

講座を導入してはどうかということも考えています。予算要求案の説明としては以上です。 

（石橋） ありがとうございました。先ほどの事務局からの説明で、鳥取県手話言語条例の反響、

そして取組状況を踏まえた上での平成 26 年度の当初予算案、要求内容についての説明があり

ました。委員の皆さん、今回事務局に対して何かご質問ですとかご意見ですとかありましたら

遠慮なさらずにご意見をお願いします。意見の範囲は限定しません。どんな形でも結構ですの

で、ご自由にご発言いただければと思います。 

（藤井） 藤井です。質問です。２ページの４－１学校での手話の普及の中で、手話学習教材作

成委員会というのが設置されているようですが、そこは構成員というかどなたがされているん

でしょうか。教えてください。 

（石橋） 事務局のほうで回答をお願いします。 

（足立） 特別支援教育課長です。構成員メンバーについては、まずは聾学校の関係で、鳥取聾

学校の校長先生、そしてひまわり分校の教頭先生、それから小学校中学校長会を代表して、小

学校長の方、それから中学校長の方が１名ずつ。それから鳥取聾学校ひまわり分校と交流をし

ている、先ほどの事業にもあった交流校が小学校２つ、中学校１つ、高校１つという４つの学

校と聾学校が交流をしておりますので、それぞれの学校の関係者、校長先生あるいは学校の先

生に入っていただいています。それから学校現場ではなく、今度は教育委員会のほうとして、

４市の教育委員会を代表して、倉吉市の教育長さん。それから郡部の教育委員会を代表して、

湯梨浜町の教育長さんに入っていただいていますし、関係団体として、県のろうあ団体連合会

から石橋さんに入っていただいています。そのほかオブザーバーとして、全日本ろうあ連盟の

西滝理事にも参加をいただいています。以上のメンバーで構成しています。 

（石橋） よろしいですか。 

（藤井） ありがとうございます。実をいいますと、先ほどありました松本若菜さんのＣＭがあ

りますよね。あれを見ていて、この手話はどうだろうというのがあるんです。例えば若菜さん

はこうされたんです。聞こえる人という意味なんですけれども、本当はこうなんですけれども、

こういう表現をされたんです。それを見ていてあれ？と思いました。あのように不特定多数に

発表するＣＭを作る段階で、こういうチェックができなかったのと、どなたがチェックされた

のか。若菜さんは手話をご存じないと思うので、誰かに教えていただいたと思うんですけれど、

そういうチェック機能というか。これは学校教材ですよね。学校に配布されて、子どもたちが

学んだりする教材なので、チェック体制をきちんとしてほしいという希望です。よろしくお願

いします。 

（石橋） では、よろしくお願いします。 



（足立） 特別支援教育課です。教材の作製については、実際に写真等を使っているんですが、

すべて写真は聾学校のろうの教員に出演をしていただいて、手話をやっていただいている写真

を撮っていますし、事務局は今、聾学校にしていただいておりますので、聾学校の先生方にも

きちんと見ていただいております。ご心配があった点については十分気をつけていきたいと思

います。 

（後藤） 補足です。今、課長からありましたけれども、本校は４名、聴覚障がいの教員がいま

すので、その教員がモデルとなって、あいさつとか写真を４・５枚出しております。もう一人

教育センターのほうに一人聴覚障がいの主事がいますので、計５名の男性が３名、女性が２名

で、だいたい順番にそれぞれ日常会話を 80 ページぐらいの教材を検討していますので、大丈

夫と思います。 

（藤井） ありがとうございます。今写真で説明しているという説明がありましたけれども、写

真と文章というのは、とても分かりづらいというか勘違いしやすいところもあると思うんです。

例えば、これは「こんばんわ」のあいさつのときなんですけれども、これをこういう矢印が例

えば付いていたとすると、こうやって見てるとこうなりますよね。こうではなくて、こうなる

んですよね。私たち知っているものからすれば、こういう意味かということはわかるんですけ

れども、初めて手話に触れる人にとっては、写真と文章だけが頼りなので、やっぱり指導する

人がきちんとしないといけないなと感じています。よろしくお願いします。 

（石橋） ありがとうございました。よろしいですか。手話のコマーシャルに関して何かありま

すでしょうか。 

（秋本） 障がい福祉課の秋本です。松本若菜さんのＣＭですが、東京のスタジオを借りて撮影

していまして、以前手話通訳者をされていたという方が行って指導されたと聞いています。あ

の動画を撮影した会社がこの人にお願いをして東京まで行ってもらって、その場で指導された

と聞いていますが、いただいたご意見は、同じことを他の方にも既に言われていまして、十分

反省していますので、今後は重々気をつけたいと思います。すいません。 

（谷口） よろしいでしょうか。 

（石橋） どうぞ。 

（谷口） 伯耆町の谷口と申します。まず１点、この組織についてお尋ねしたいと思います。委

員とオブザーバーに仕分けがしてあるようです。条例見ましても、そういうところは一切ない

わけで、10 名がたぶん少なかったから、こういうふうにされたのかなと思ったわけですが、

まず１点、委員とオブザーバーはこの組織の中でどういう役割でどういう違いがあるのかとい

うことをお伺いしたいと思います。もう１点ありますが、まずその点をお願いします。 

（石橋） それでは事務局のほうから回答をお願いします。 

（日野） まず委員とオブザーバーの違いという話ですが、鳥取県の今の方針としまして、でき

るだけ多くの県民の方に、多くのこういった審議会とか協議会に入っていただきたいという方

針があります。そういう中で、一人の方に正式な委員になっていただくところは、できるだけ

１か所に絞ってより多くの方に入っていただくというのが原則になっています。ただ、実際問

題、市町村の方々、県の施策・政策を推進するような審議会をやるときに、当然、特に福祉分



野は、市町村の方々、鳥取労働局さんとか行政機関の方々というのは、いっぱい入っていただ

かないとなかなか難しい面もあります。ということで、委員の当事者につきましては、基本的

には、行政以外の方に入っていただく考え方でやっています。一方で行政の方につきましては、

オブザーバーという形で入っていただくという整理をしています。それで委員とオブザーバー

の役割、違いの面でいいますと、率直に申しあげると、オブザーバーの方々と正式な委員の方々

について、あまり大きな違いはないと考えています。あくまで手話の施策推進協議会について、

県の施策について、大所高所からご議論いただくという考え方に立ってみれば、特にそこらへ

んを大きく分ける必要もないのかなと思っていますので、それほどきちっと分けるという考え

方は今は持っていないところです。 

（谷口） 協議会の次第がありますよね。この中に行政機関職員というのもここに明記されて、

委員さんの中にもおられますけれども。次第の中に行政機関と明記されてはどうかと思います。

それと予算の説明をしていただきました。まずは計画に置いておられるのかなと印象を持ちま

すし、教育的なところもございますが、今県内に聴覚障がい者の方がいて、手話が理解できる、

使える方というのは何人おられて、どれくらいの方が理解できるのかということをお聞きした

いということと、ここにいろんな制度・事業の予算要求をされているわけですけれども、現状

として、どういうことになっていて、どんな課題があって、どこに目標を持っていこうとして

おられるのかなということを答えられる範囲で結構ですので、お聞きしたいと思います。もう

一つ伯耆町の状況を少しお話させていただくと、実は障がい者計画を確認してきましたら、１

級が 21年度のときには７名おられたんですが、今１名しかおられません。２級が９名ですね。

あと４級が四十数名、どんと飛んで、６級が３ケタの数字になっているということですね。６

級とか５級の方々について、４級以上ぐらいになると、手話に向かっていくよりも、どちらか

というと補聴器、補聴器を持たれたほうがいいというふうな方向になられると思うので、この

手話というのは、やはり重度の方でしょうかね。そういう方がおられるということの問題意識

を持てないというのが我々行政、自治体としての認識として持っております。だからといって

協力をしないという意味ではありませんけれども、そこらへんのところを感じています。それ

ともう一つは平成 28 年４月に障害者差別解消法が施行されます。当然、配慮が我々自治体に

は義務として発生してくるわけですので、こういうコミュニケーション支援、手話も配慮の一

つですので、そういう観点での問題意識を持っていまして。職員等の教育もしていかなければ

ならないと思っているわけですけれども。なかなかちょっと響かないというか我々のそういう

自治体としての、伯耆町だけの話なのかもしれません。私だけの感覚なのかもしれませんが実

はそういう感想を持っております。答えられる範囲で答えていただければと思います。 

（日野） 障がい福祉課長の日野です。何点かございましたので、ちょっと順次答えさせていた

だきます。もしも漏れていたら後で教えてください。まずは県内の聴覚障がい者の数でござい

ますが、手帳をお持ちの方が 3,000人程度。2,900人くらいですね。そのうち、手話が必要な

方が、これはちょっと本当推計ですが、500～600 ぐらいというふうに考えています。ですの

で、人口で言いますと 0.1％ぐらいという感じですか。県内の数はそんな感じです。続きまし

て、来年度の施策についてどこに目標を掲げていくかという話です。それでちょっと先のこと



を申しあげますと、この手話施策推進協議会で、今度計画の話を特に来年度していただきます

が、最終的なパチッとした目標はその中で定めていくことになると思います。来年度の予算に

ついては、計画がどうなるかはまだわかりませんが、とりあえず今手話言語条例を制定し、い

ろいろ議論する中で、問題点、ここが課題だなと思ったところについて、そのうち補正予算で

対応できなかったところを当初予算でやっていくという考え方で整理をしています。それで、

例えば聴覚障がい者支援センターですね。これはご要望いただいていた東部・中部・西部の各

圏域に、身近なところに拠点が欲しいという話に対応するものです。それと手話通訳者のトレ

ーナー、質の部分。そこもしっかりやっていかなきゃいけないということ。それと、議論とし

て大きいのは、一つ教育面ですね。ここはやっぱり中長期的に考えると、子どものうちから少

しでも手話に慣れ親しんでおくと聴覚障がいの方とか、ろうの方への理解が進むだろうという

ことで、重点的にやっていく必要があると思っているところです。それと全国初ということで、

モデル事業でありますＩＣＴのタブレット端末ですね。こちらもモデル期間が来年度いっぱい

と考えています。ですので、最終的にその目標については、来年度特にここの協議会でご議論

いただいてやりますが、その前に当面やっておくものを盛り込もうという考え方です。それと、

障害者差別禁止法の関係とか、あと基礎自治体としてというお話がございました。まず障害者

差別禁止法の関係でいきますと、施行が平成 28 年４月１日です。それで今ちょうど国のほう

で基本方針というのを検討しているところで、それが今年度中に出るという話だったと思いま

す。各分野ごとのもう少しブレークダウンした、こういうのが差別に当たりますよみたいな話

が来年度に検討されるという感じになると思います。それでこの手話の関係は、先ほど谷口課

長さんがおっしゃったように障害者差別解消法にも通じるものがあって、障がい者差別はいけ

ませんよという法律から規制が来るのが禁止法の方の話で、条例の方は手話に親しみましょう

ねという形で、そういう間接的な差別をできるだけなくしていきましょうというどちらかとい

うとプラスのアプローチ。そういうものだと思っています。おっしゃる通り特に町とかのレベ

ルですと、人口も非常に少ない、たぶんろうの方の数は非常に少ないと思っています。先ほど

人口の 0.1％ぐらいといいましたが、例えば 3,000人の町でいけば本当に一桁というレベルに

なると思います。ただやはり県としては、この手話の関係というのは、～障がいを知り共に生

きる～というあいサポート運動がございますけれども。そこに通ずるものです。それで障がい

は分けていけば分けてていくほど数も少なくなって、ただ多様な種類があるので、それが積も

り積もると非常の多くの障がいをお持ちの方がいらっしゃるということなので、一つの切り口

ではありますがこの手話を含めて、様々な障がいの方に対する差別の解消、理解の促進、そう

いったものにしていきたいと思いますので、お気持ちはよくわかりますが、ぜひご協力いただ

ければ。協力しないというわけではないということは、重々承知ですけれども、取り組んでい

ただきたいなというふうに思います。 

（谷口） ありがとうございます。 

（石橋） はい。ご説明ありがとうございました。先ほど谷口委員のほうから出された意見はと

ても貴重な意見と感じています。というのは、３年後に平成 28 年に障害者差別解消法が施行

されることは決まっています。それまでの間、私たちが意思疎通支援。また聴覚障がいにかか



わる支援。この差別事例は少なくて事例があまり含まれていません。これから私たちが、手話

施策推進協議会の中で、キチンと国に対して提言をしていく役割があると思います。この協議

会も施策推進協議会も含めて提言をしていかないといけない。手話施策推進協議会と障がい者

施策推進協議会の意見を合わせて国に提示していくべきだろうと思っています。それ以外にご

意見、ご質問はいかがでしょうか。 

（国広） 国広です。９ページについて、質問させていただきたいと思います。（11）の手話言語

条例の普及啓発というところで、ウというのがあります。それでウの中で、ＤＶＤ、あるいは

リーフレット等も作成中ですということですが、これは例えばどんな方法で作った後、周知を

していくのか、方法ですね。例えばリーフレットであれば、各家庭に１部ずつぐらいは配布す

るのか。それから今日お配りになったこれですね。こういう物は普通関係者のところにドンと

あって、そういうあまり関係ないと思われるところはほとんどない。目にしない例が多いもの

ですから。これを本当にキチッとＰＲしようと思えば、そのＤＶＤがどんな方法で周知される

のかとか、リーフレットをどう作ってどんな方法で周知されるのかとか、そのあたりのことを

作成中ということですので、作成後の予定を少しお聞かせいただきたいと思います。 

（石橋） 事務局お願いします。 

（秋本） 障がい福祉課の秋本です。リーフレットは本当にこの間できまして、こっちを作った

ときは作成中だったのですが、その後にこれができました。リーフレットは枚数を今 5,000枚

ぐらい作っているんですが、これからちょっと増刷も考えていかないといけないんですけど、

おっしゃる通り関係者のところにたくさんあるという状況はよく見ますので、この場合はロー

ソンとかファミリーマートに置いてもらおうかと思っています。もちろん関係団体、市町村、

あいサポート企業には、ある程度お配りすることにはなるんですが、コンビニに置いてみよう

と考えています。ちょっと全戸配布するとものすごいお金がかかるので、そこまではちょっと

考えていませんが、コンビニであれば比較的取りやすいかなと思います。３か月ぐらいは置い

てもらえる話になっています。それからＤＶＤは、これから作るのですが、これも枚数的には、

500くらいしか予算の都合もあって作れないので、そうなるとやはりこちらはちょっと、あい

サポート企業、学校、そのあたりに配ってしまうと終わってしまうのかなという枚数ではあり

ますが、そこは貸し出しとか、そういう形で工夫してみてもいいかなとは思っています。限り

ある枚数を有効に使えるように考えたいと思います。 

（石橋） ありがとうございました。国広委員よろしいですか。 

（国広） 今の質問については、わかりました。 

（石橋） ほかには。戸羽委員お願いします。 

（戸羽） 質問です。戸羽です。手話言語条例が制定された後、鳥取県職員の皆さまが、手話で

あいさつされるという場面がずいぶん多くて、依然と比べてずいぶん環境が変わっているなと

いうことが、ろうの関係者が同じように実感をしています。手話推進員という方が配置される

ということですが、具体的に教えていただきたいんですが、今県内に何人いらっしゃるのか。

どこに推進員が配置されているのか。どのぐらいの範囲で置かれているのか。例えば病院局な

どですか。そのあたり、すべての課所に配置されているのか、そのあたり具体的に教えていた



だきたいんですけれども。それともう一つ。手話学習会の開催事業についてですけれども。学

習会等を開催するにあたって、補助金の申込みがたくさんあるというお話でしたけれども。例

えば企業ですとか、社会福祉法人、そしてＮＰＯ団体等、割合をお伺いできればと思います。 

（石橋） 手話推進員の件。学習会の開催状況等も聞きたいということでしたが、その２つにつ

いての質問がありますので、それについて事務局の方から説明をお願いします。 

（荒田） 県障がい福祉課の荒田です。私の方から手話推進員についてお答えさせていただきま

す。人数は県の知事部局、教育委員会、警察、病院、色々な委員会。全ての所属で１人配置を

していただいています。基本的には、障がい福祉課、特別支援教育課とかそういう課で１人と

いう配置ですが、中には所属によっていくつかがまとめて推進員を置くというところもありま

すので、基本は各課に１人と理解してください。全体の人数としては、ちょっと正確な数字は

今持っていませんけれども、270名ぐらいと思います。この手話推進員の役割としては、職場

の中で、例えば朝礼で手話の勉強をするとか、何か手話に関する取組について、職場の中でリ

ーダーシップをとって声かけをしていただくとか。「みんなでやろうぜ」と呼びかけていただ

くような、そういう旗振り役をしていただいています。ですので、こちらからは具体的にどう

いう役職の方になっていただくとか、あまり細かいことは指定をしていません。管理職の方と

いうところもありますし、若い職員の方がみんなの代表で引っ張っていくということもありま

すし、職員の中にも手話を勉強している方や手話を使える方がいらっしゃるので、そういう方

がリーダーになっているケースもあります。それぞれの職場の朝礼で手話の勉強をしたり、何

かそういう取組を推進していただく方が手話推進員です。 

（秋本） 障がい福祉課の秋本です。手話学習会の補助金ですが、10 ページの（２）のところ。

本文があって、『次のような企業・団体で手話の学習が始まっています』のあとに括弧で（立

川郵便局／トマトの会）と書いてあるところ。これが今正式に決定しているところです。これ

以外にも、まだ正式に決まってないのですが、株式会社とか。株式会社さんからもいくつか問

い合わせを受けておりまして、いずれ使いたいといったような話はこれ以外にも聞いておりま

す。今正式に決まっているのが、この７つの団体。それぞれが１回ずつというわけではなくて、

一つの団体で３回やるところもあるので。全部で 10 回ちょっとぐらいの回数がこの補助金を

使って開催をされている状況です。 

（戸羽） わかりました。説明ありがとうございました。次に先ほどの学習会の補助の関係は非

常に大切なことになると思います。対象者についても広報の方法はどのようにされてらっしゃ

ったんでしょうか。そのあたりお聞かせいただければと思うんですけれども。 

（石橋） 広報について、事務局で説明をお願いします。 

（秋本） 学習会補助金の広報ですが、あいサポート企業等にまず配り、関係団体に一通り配り、

そのあとに商工会議所が出す会報がありますので、そこに折り込みで 2,700社ぐらいの会員に

配ってご案内しています。あとホームページ等もですね。 

（石橋） よろしいですか。他にご質問は。 

（今西） あいサポートメッセンジャー今西です。２ページの４-１なんですけど。説明してくだ

さって、いろんなところで、東・中・西とキッチリとしていきますというような説明でしたが、



括弧の２の部分のコーディネーターの部分は、東部・西部地区に各１名ということで中部がな

いんですが、何かここは意図があるのか教えてください。 

（足立） 特別支援教育課の足立です。東部・西部と置いていますが、今鳥取聾学校の本校、西

部にひまわり分校がありますので、ここを拠点に１名ずつ配置することを念頭に置いています。

中部にないという部分がありますが、学校の分担としても本校と西部のひまわり分校とでエリ

ア分けで担当していますので、まずは学校を拠点に活動するというイメージで２名を配置した

いと考えています。 

（石橋） よろしいですか。ほかにご意見ありませんか。 

（国広） 国広です。意見になるのか、質問になるのか、ちょっとわからないんですが、まず１

点は、１ページの第１ということで、聴覚障がい者支援センターのところです。ここの２のと

ころに設置の経緯というので、鳥取県ろうあ団体連合会という名前と、それと３番目の（２）

のところで、運営主体というので、一般社団法人鳥取県聴覚障害者協会があって、その下に米

印が２つありますね。ここもちょっと混乱していて、私よくわからないのです。例えば今日委

員としてご参加のその肩書きを見ますと、鳥取県ろうあ団体連合会となっていますが、この運

営主体というのは、団体がうんぬん。これはもうすでに設立をされたのかどうか。ちょっとこ

のへんが混乱しているので、そこをお聞きしたいというのがまず１点です。一つ一つのやり取

りのほうがよろしいですか。それともいくつかですか。 

（石橋） 協議会長ですが、これは戸羽委員の方から説明をお願い致します。 

（戸羽） 戸羽です。鳥取県ろうあ団体連合会の方から要望して、聴覚障がい者センターを３圏

域に設置してほしいと申しあげています。聴覚障がい者センターというのは、運営主体につい

てですが、鳥取県ろうあ団体連合会とコミュニケーション支援センターふくろうという２つの

団体があるんですが、この２つを合体させた形で、新たに法人を作るということで、現在、法

人の設立準備委員会というものも立ち上げて議論を積み重ねてきています。そして、今一般社

団法人鳥取県聴覚障害者協会を設立しています。８月 23 日に協会を、一般社団法人として設

立したわけですが、趣旨・理由としては、将来的に公益社団法人を目指して、公益社団法人の

鳥取県聴覚障害者協会を作っていくという方向性があったものですから、今、ふくろうはＮＰ

Ｏ団体です。ですからＮＰＯ法人から公益社団法人のほうに移行するという考え方があったん

ですが、ＮＰＯから一足飛びに公益社団法人を目指すということが難しいということでしたの

で、まずその前段として一般社団法人の聴覚障害者協会を立ち上げて、その次に公益社団法人

に移行するという流れで、設立準備委員会で確認をして、今準備を進めているところです。ち

ょっと説明がうまくありませんので、申し訳ありませんが、何かあれば補足をお願いします。 

（石橋） 改めまして石橋です。ちょっとその説明については補足をさせてください。まず、一

般社団法人鳥取県聴覚障害者協会という団体ですけれども、もうすでに実在しておりまして、

この団体は、公益社団の認証を受けるために、まず必要な団体であったということが一つあり

ます。一般社団法人聴覚障害者協会というものがなければ、公益認証が受けられないというこ

とです。そのために今、一般社団法人の鳥取県聴覚障害者協会として、公益社団法人の認証を

受ける手続期間になっています。鳥取県ろうあ団体連合会、そしてコミュニケーション支援セ



ンターふくろうというのは、今もそのままの団体としてあるわけですけれども、一般社団法人

の協会というのは、あくまでも公益認証を受けるための団体であるということです。４月に公

益認証が受けられれば、今ある鳥取県ろうあ団体連合会とふくろうが合体して法人に一つにま

とまるということになっているんです。一般社団法人がないのに、いきなり公益社団を作ると

いうことが難しいということでしたので、まず一般社団法人を作っておいて、そして公益に移

行するという準備で今進めているところです。 

（国広） わかりました。じゃ、次の質問よろしいですか。それに関連してですが、そうすると、

来年の場合には、一般社団法人鳥取県聴覚障害者協会が、３センターはこれを運営するという

予定で予算付けがあるというふうに理解をしてよろしいですね。 

（石橋） そのあたり事務局から説明お願いします。 

（日野） 障がい福祉課長の日野です。３か所は鳥取県聴覚障害者協会さんにお願いをするとい

うことを今考えています。そういう前提で予算を要求しているところです。 

（国広） わかりました。じゃあ質問よろしいですか。それに関連してです。実は、今、鳥取市

の場合には、鳥取市社会福祉協議会に鳥取市が委託をして、現在のコミュニケーション支援事

業を実施しています。そうすると、もしもまだここは先ほどの事務局の説明によると今、市町

村、市町と協議中であるということで、どうも結論にはいたってないような雰囲気でのお話ぶ

りだったと思うのですが、もしも３か所で実際に運営をするということになると、鳥取市の今、

社会福祉協議会に委託をしている事業がそのままいくということになると理解をしていいの

でしょうか。２ページの第３、手話通訳者の養成と処遇改善というところにつながってくるん

ですが、手話通訳者の設置事業、養成研修事業、それから健康管理講習会などがこれらとかか

わっていくのかなと理解していいのでしょうか。そうなると、例えば手話通訳者が現在は鳥取

県の場合、34 という数字でしたっけ。34 となると、その鳥取市で今動いている設置の手話通

訳者であるとか、あるいは登録されている通訳者、そのへんのところがどうなっていくのかな

という、それがよく見えないので、そのあたりのことを教えていただきたいと思います。と言

いますのは、鳥取市の登録手話通訳者も三十何人ぐらいいるんですが、簡単にはプラスにでき

ないですね。なぜかというと県と市にダブルで登録をしている人があるので、単純に鳥取市の

登録手話通訳者をプラスはできなくて、例えばそのうちの半分ぐらいが、合わせると 50 人に

なると。例えば単純計算なんですが。そうすると当初手話通訳者の目標数をもうちょっと増や

そうとなると、これで多くなる。そうすると目標は達成できる。数字だけ見るとね。そのよう

な状況になると思うんですが、ご説明いただきたいと思っています。 

（石橋） 事務局お願いいたします。 

（日野） 障がい福祉課長の日野です。まず聴覚障がい者センターの関係ですけれども、今、最

終的に東部の市町村さんと、あと県と当事者の団体を含めて、最終調整をしているところです。

なので、資料にも予定と書いてありますけれども、その方向で行きたいなとは考えていますが、

最終的には、それぞれ市町村と県で、議会の議決が必要になってきますので、まだ最終的に確

定したわけではありません。おっしゃった点については、例えば数字の話ですね。鳥取市に登

録している手話通訳の方と、あと県登録の方で、例えば合わさって、計画の目標値が…いう話



がありましたが、目標については、正直いうとあまりそういうテクニカルなことをするつもり

はありません。計画は計画として、また来年しっかりとパチッと立てればいい話で、それで仮

に鳥取市にしか登録してなかった方が、県にも登録していただくようになって、登録手話通訳

者数が増えたとしても、それは見せかけの数字なので、あまりそこらへんは細かく考えている

わけではございませんが、それは来年決めたいと思っています。あと、手話通訳者の設置事業、

養成研修事業の話がありました。ここらへんも聴覚障害者協会さんが設置されれば、たぶんそ

こにお願いをするという話になると思いますが、ただ今事務局が示している資料については、

あくまでも県の事業についてです。例えば報酬単価の引き上げという話も県の団体派遣の方の

話です。健康管理講習会の方もこれは県でやればいいのかなと思っていまして、基本的には県

の話と考えていただければ。 

（国広） わかりました。 

（石橋） 残り時間もわずかになっておりますが、予算にこだわらずに自由な意見交換ができれ

ばと思っていますが、ご意見をまだ言われてない方いらっしゃればいかがですか。 

（藤井） 藤井です。今お話に出ました資料２ページの３の５、手話通訳者の健康管理講習会に

関してです。私は専門で手話通訳をしているわけではありませんが、腕に痛みを感じたりする

ことがあります。でもこれは年齢から来るものかな、どっちかわからない。でも専門医に診て

もらうほどではないかな。そういうふうに迷っている人がたくさんいると思うんです、通訳者

の中には。やっぱり定期的に年に一度ぐらい専門医に診ていただく機会を作っていただくと健

康管理になるのかな。これからもっともっと手話通訳者が通訳の現場に出る機会も多くなると

思うので、もっと負担が増えると思うんです。講習会聞くのもいいんですけど、もっと現実的

に私たちの身体を見ていただきたいなと思っていますが、いかがでしょうか。 

（石橋） 事務局お願いします。 

（日野） この健康管理講習会ですが、手話言語条例を作る際の研究会におきまして、ご意見を

いただいたものです。関係の方々と話をしていると、この頸肩腕症候群に関する専門医の方が、

滋賀県の病院にいらっしゃるということで、実際手話通訳者の方に滋賀に行ってもらうとか、

あとお医者さんに定期的に来てもらうというのは、なかなか難しいと思っていて。それで今回、

来年度予算でやろうと思っているのは、例えば手話通訳の方の研修に合わせて、専門医の先生

に来ていただいて、まず基礎知識の話をしていただいた上で、ちょっと診断まではできないか

も知れないんですが、健康相談みたいなところをやってみてはどうかということで予算要求に

向かおうと思っているところです。診断だと色んな機器が必要になることも考えられるので、

まず来年は健康相談ぐらいからやらせていただければと思っているところです。 

（戸羽） 戸羽です。強く要望したいところなんですけども、２ページです。第３の手話通訳者

の養成と処遇改善について、とても大事なところだと思っています。今、手話言語条例が制定

されたことで、通訳者の派遣が依然と比べて、とても増えています。また専門性が必要な場面

も増えています。それからその指導者を養成すると言いましても、その指導にあたるのも経験

のある手話通訳者が対応しているという、通訳と指導を兼務しているという実態です。聞こえ

ないことが何かとか、地域からの講習会のニーズも非常に増えてきていて、非常にいいことで



はあるんですが、ろう者も実際指導していくということにちょっと負担があるというところも

出てきているということもあり、手話通訳者の指導の場面の質、指導の質を下げないというこ

とに苦慮しているという実態があります。予算の中に書いてありますけれども、トレーナーを

各１名ずつ予算要求されるということで、１名ずつということが、聞こえる通訳者とろう者と

いうことで、ぜひこれについては実現していただきますようにお願いしたいと思います。 

（石橋） 今の要望でしたけれどもどうでしょうか。 

（日野） がんばります。 

（戸羽） できそうですか。 

（日野） 来年度の予算については、手話の関係は他事業に比べると査定のタイミングが遅くて

たぶん年明けぐらいになるのかなと。まだちょっと見通しはよくわかりませんが、担当課とし

ては、できるだけのことはしたいと思っていますので、応援をよろしくお願いします。 

（戸羽） 応援しています。 

（谷口） 今、手話をされているお姿を見て、素朴な質問をさせていただきます。どういう方法

で手話を身に付けられたのかなということと、どれぐらい期間がかかるのかなというような、

どれぐらい勉強されて来られたのかなと素朴な疑問を持ったもので、もしよかったら教えてい

ただけたらと思いました。 

（石橋） オブザーバーの委員の方から質問がありましたけども、どうでしょうか。 

（谷口） まずは、どういう方法で身に付けられたのかなという、なんか本があるのかなと。 

（手話通訳者） 私は学生のときに手話にかかわるサークルに所属をしていて、そこで覚えてい

たんですけども。日常的に手話を使う場面を意図的にかなり増やして、通訳業務に専任になっ

てからも結構あるのですが、やっています。ただ、戸羽委員からも話がありましたが、かなり

ネイティブの方に近い通訳というのは、非常に難しくて反省ばかり。二桁になりましたけれど

も経験年数が。非常に難しい作業だなと感じています。 

（谷口） ありがとうございました。普通に会話って言いますか、私みたいに全く心得のない者

が始めたとして、50 を過ぎた人間ができるようになるのでしょうか。普通に会話ができるよ

うになるものなのですか一般的に。 

（石橋） 手話関係者の委員から。年齢にかかわらず、そういう習得ができるかというお話で何

かアドバイスをお願いしたいんですが。 

（国広） 国広です。アドバイスではありませんけども、やる気さえあればできると思います。

年齢は関係ないと思います。 

（谷口） ありがとうございました。 

（石橋） よろしいですか？ 

（後藤） 聾学校です。今年 17人の教員が新しく転任して来ました。そのうちの手話が最初から

できるのが５名です。ですから 12 名は全く初めてですが、２か月ぐらい生徒と毎日使ってい

ますとできるようになります。 

（谷口） ああそうなんですか。 

（後藤） 使わないと逆に指導ができませんので、必要に迫られてやっていますから。意欲とい



いますか、大事だと思います。 

（谷口） わかりました。 

（後藤） 年齢の高い教員も来ますので。それは大事です。 

（国広） 国広です。これは希望です。２ページの第４－１。手話の普及（教育）の部分ですが、

２、手話モデル校の設置ということで、東・中・西部に各１校設置ということなんですね。『手

話普及に係る積極的な取り組みを実施する』ということで、これがもしも具体案あればお示し

いただきたいのですが。ただ手話の普及という言い方になりますと、手話、いわゆる手先だけ

の表現に終わってしまうということを大変心配しています。手話というのは、社会の中で健聴

者とろう者がコミュニケーションを図るための手段であるということで、それは様々な思考を

するときにも手話で思考するということを聞いています。そういうところから手先だけの手の

表現で終わるのではなく、例えば手話の講習会、ミニ講座であるとか、様々な計画がある中で、

聞こえないということは何なのとか、そういう大切な部分もキチンと入れ込んだ事業を展開し

てもらいたいと思います。手話だから手話の技術だけがうまければいいという、そういうもの

ではないという考え方を持っていますので、やはりそのことが大切だろうと思います。施策を

展開されるときに、そこにやはりキチンと目を向けていただきたい。これは要望です。 

（石橋） 今のは、要望でしたが何か回答はありますか。 

（足立） 特別支援教育課の足立です。今お話にありましたモデル校での実施について、まだ具

体的にどういう中身をやっていくかということは、決めていませんが、おっしゃる通り手話技

術の習得だけでなく、ろうに対する理解ということも併せてしていかないといけないと思いま

す。今回作ります手話ハンドブック入門編という教材の中にも、聾学校の生徒の作文も入れた

りして、ろうに関する子どもたちの想いもキチンと理解していただくことも入れていますので、

そういったことも含めて、モデル事業の展開を検討していきたいと思います。 

（石橋） それではまだご意見をいただいていない委員さんもいらっしゃいますが、何かありま

すでしょうか。 

（門田） 鳥取医療センター門田です。予算のことではないですけどいいですか。病院協会とし

ても、まだまだ手話の取組がほとんどできていません。先々週、東部地区の病院協会、事務長

会があったんですが、一歩出ているのは、県立中央病院さんぐらいで、ほかの病院、私どもも

含めて、手話の取組が全くできていないので、院内で勉強会をしたいと思うんですが、講師は

どこに頼めばよろしいんでしょうか。そこがちょっと分からなくて。 

（石橋） お願いします。 

（日野） 医療センターさんで。 

（門田） 病院協会、40病院あるのですが、それぞれ講師をどこに頼むかなという時の窓口とい

うか。 

（日野） 基本的には、例えばですが東部だったら県ろうあ団体連合会さんとか、中部・西部だ

ったらふくろうさんがありますし、あと補助金の事務を障がい福祉課のほうでやっていますの

で、例えば障がい福祉課のほうに補助金の話と合わせて、講師はどこらへんに、何かいい人い

ないですかねとか、そういうふうにご相談いただければうちの方からでも紹介できますので、



ぜひご活用頂ければと思います。 

（門田） ありがとうございます。それともう一点よろしいでしょうか。 

（石橋） お願いします。 

（門田） 先ほどの東部支部会、事務長会で話したときに病院にろうの方が来られたときに通訳

の方も一緒に来られているのがほとんどらしいんですが、やはり医療の専門用語がなかなか通

訳の方が理解できない人がいるので、「最終的には筆談になるんだよね。」という話があったの

ですが、そこらへんの教育というか、そこらへんはどんなふうに。 

（秋本） 障がい福祉課の秋本です。やはり手話通訳の内容も、ろうの方が様々な場面に出て行

けば、出ていくだけ、それに応じた専門性が必要になってきます。来年度のトレーナーの設置

事業とか、手話通訳者の養成の方にも人とお金を増やして対応していかないといけないと考え

ています。病院の方が手話を覚える、そういう診察の内容ですと、病院にお勤めの方が手話を

覚えるよりも、手話通訳の方が医療用語を覚えていただく方が早いのではないかと思いますの

で、そういった専門性が高まるようなことも考えていかないといけないと思っています。 

（石橋） いいでしょうか。小松委員さんはいかがでしょうか。 

（小松） 厚生事業団の小松です。実は 20年ほど前、今と同じ厚生事業団の友愛寮に勤めており

ましたときに、国広さんに手話をご指導いただいて、わずかな期間でしたけれども、３人の幼

少期の息子たちと手話を習いに伺いました。先ほどお話があった通り使っていないと忘れてし

まいます。先ほど年齢も関係ありません、意欲さえあればとおっしゃっていただいた通りだと

思います。なので、友愛寮に戻ってきて、今ろう者の方はいらっしゃいませんが、施設のすぐ

隣の厚和寮にいらっしゃいます、職員さんで。なので、いい機会だなと思って、友愛に戻って

きてから、やはりもう一度手話を学習したいと思っています。今回このような機会をいただき

ありがとうございます。 

（石橋） ありがとうございました。最後お時間になりましたが、私の方から一言いわせていた

だきます。２点あります。今回の条例制定。その意義、聞こえる方とろう者の方を対等な立場

にするという考え方が非常に大きくあったと思います。今まで手話のことについても、聞こえ

ないことについても、なかなかご理解をいただけない方が非常に多くいらっしゃったと思いま

す。今回、この条例制定を機に、なかなか理解されなかった聞こえない方たちにスポットを是

非当てていただきたいと思います。そうすることで一人一人の聞こえない方たちの人生、ドラ

マが一人一人あります。ですから、私たちが行政、そして関係団体、学校関係者、様々な地域

の方々も含めた方に、聞こえない方たちお一人お一人を見ていただいて、その方たちについて

考えていただくきっかけを作らないといけないのではないかと感じています。そしてもう一つ、

来年度の予算に是非そのあたりも盛り込んでいただきたいと思っています。２つ目が聴覚障が

い者支援センターという取組案が出ています。予算にぜひ盛り込んでいただきたいということ

なんですが、支援センターについて、支援という言葉に対して、私の方が抵抗感を覚えており

ます。実際に私たちが望んできたものは、聴覚障がい者センターという名前で要望を重ねてき

ているのですが、この度、聴覚障がい者センターの中の機能の一つで、コミュニケーション支

援、つまり意思疎通支援事業にあたりますが、聞こえない方だけが求めているものではないわ



けですね。聞こえる方たちも求めている。意思疎通というものは、双方が求めるものであると

思います。聴覚障がい者には支援をするけれども、聞こえる人たちには支援をしないというこ

とになりかねませんので、そのような考え方を踏まえ、聴覚障がい者センターという名称にす

べきではないかと思います。聴覚障がい者を特化して支援をするということではなく、聴覚障

がい者センターという位置付けにしていくべきではないかと思います。それが条例に基づく考

え方。聞こえない方と聞こえる方が対等になるという、ろう者が対等になるということにつな

がっていくのではないかと考えています。そのあたり予算のほうに盛り込んでいただきますよ

うにお願いします。時間のほうが参りましたので、閉会の時間になっていますが、これだけは

という方は是非よろしくお願いいたします。 

（鈴木） 岩美町の鈴木です。私はご覧のように右手が不自由でございまして、この鳥取県の手

話言語条例ができたときに少し「えっ」という感じがしました。つまり私、手話がたぶん苦手

になると思っています。ただ仕事柄、障がい者の方と例えば作業所とかでお話をするというこ

ともありますので、先日クリスマス会がありまして、でもちょっと手話をしてみようかなと思

ったんですけども。インターネットでメリークリスマスというのをどうやってするのかなとい

うふうに思いまして。はじめは絵だけで示されたページがあって、先ほどの藤井委員さんもお

っしゃいましたけど、具体的にちょっとイメージがなかなか湧かない。YouTubeで見ると動き

が付いてくるので、よく分かったというか、違っていたらごめんなさいね。たぶん「メリーク

リスマス」ってするんだと思うのですが、それを披露させてもらったということで、やっぱり

紙・絵だけではわかりにくいことがあると思いますので、そのあたりもまた普及の中で検討し

ていただきたいと思いますし、それから手話を使われる方、数からしたら少ないと思いますし、

手話を使われる方と私のような手の不自由な人があいさつを交わすという場面もとても少な

いのだろうと思うんですけれども。インターネットで見ても片手でできる手話というのもある

ように見ました。雨の降っている日に傘をさして出会ったときに話をするという場面も非常に

少ないんだろうと思いますけども、そういったこともできる可能性があるということですので、

数が多いとか少ないではなくて、やはりそういった障がいのある方が気持ちよく暮らせる社会

を作るということで、この手話言語条例というのは、本当に世界に誇る条例だろうと思います

ので、皆さんで育てていただきたいと思います。 

（石橋） ありがとうございました。それに対して何か事務局のほうからありますか。 

（日野） ありがとうございました。確かに絵は、私も絵だけを見ると結構違った手話をやった

りするので、一番望ましいのは、動画とかで見れらるのがベストかなと。手話チャンネルも作

っていますので、なかなか動画が見せられないときは、絵にならざるを得ませんが、動画につ

いても工夫をして、できるだけ県民の皆さんに、より鳥取県の手話を見ていただけるように県

としても取り組んでいきたいと思っています。ご意見ありがとうございました。 

（石橋） ありがとうございました。時間になりましたので、本日は記念すべき第一回目の手話

施策推進協議会でしたけれども、全て円滑に進行することができました。ご協力をいただきま

してありがとうございます。以上で閉会としたいと思いますので、最後に事務局のほうから何

か連絡事項等ありますでしょうか。 



（秋本） 障がい福祉課の秋本です。次回の協議会ですが、また改めて日程調整をさせていただ

きますが、来年の２月の中頃とか、そのあたりを予定しています。次回は、資料の 13 ページ

に手話言語条例がありまして、13 ページの第８条のところに『手話が使いやすい環境を整備

するために必要な施策について定める』、第８条第２項で『手話施策推進協議会の意見を聴く』

となっていますので、このあたりの手話が使いやすい環境を整備するために必要な施策の策定

スケジュールですとか、検討項目などについて、次回協議を行えればと考えています。事務連

絡は以上です。 

（石橋） それでは以上をもって施策推進協議会を閉会します。皆さんありがとうございました。 


